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1. はじめに

公共工事の品質確保および効率化が重点課題として位

置づけられる中，公共工事の入札制度に関するさまざま

な取り組みが行われている．その中で，性能規定型発注

方式（以下，性能発注）の有効性について，多くの検討

が積み重ねられている．従来の公共工事では，発注者が

契約書において，構造物の材料，寸法，工法，設計法な

ど仕様を規定するような仕様規定型発注方式（以下，仕

様発注と呼ぶ）が採用されてきた．これに対して，性能

発注では，契約書において完成物の性能のみが規定され

ており，請負者は契約における性能規定を満足する範囲

の中で，構造物の仕様を自由に決定することができる．

性能発注では，請負者は発注者が要求する性能水準を満

足する限りにおいて，自由に仕様を決定できるため，請

負者が新技術を導入できる裁量の範囲が拡大する．性能

発注の導入により，請負者の新技術導入を促進し，公共

工事の効率化を図ることが期待されている．

性能発注は，これまでに舗装，橋梁，港湾，空港等の

工事で導入されている．契約書における性能規定の方法

や性能試験の方法については，近年も各分野で活発に検

討されているが，性能発注が一般に普及したとは言い難

い状況にある．しかし，性能規定や試験方法の標準化が

進み，性能発注の実施するインフラが整えば，性能発注

による発注者側の負担は今後軽減され，一般的に普及す

る可能性がある．一方で，民間企業の技術革新への誘因

は，企業が直面する市場環境に影響を受けることが指摘

されている1)．したがって，性能発注により請負業者の

新技術の開発が促されるといった結論は，必ずしも自明

ではない．性能発注が請負業者の技術開発インセンティ

ブに与える影響を議論するためには，請負業者の技術的

特性や取り巻く建設市場の環境を明確化して，分析しな
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ければならない．

以上の問題意識に基づき，本研究では2つの請負業者

が存在する建設市場において行われる入札ゲームを定式

化し，請負業者が新技術を開発したときに獲得できる利

潤の帰着構造を明確化する．さらに，明らかになった利

潤の帰着構造が請負業者の技術開発の誘因に与える影響

を明らかにする．以下，2.では，性能発注導入に伴う本

質的問題点を明らかにし，本研究の分析の枠組みを明ら

かにする．3.では基本モデルを定式化し，仕様発注と性

能発注の本質的な相違点を明確にする．その上で，性能

発注が工事の技術的ニーズと請負業者の持つ技術をマッ

チングさせる機能を有することを指摘し，請負業者の技

術開発に対する誘因について分析する．4.では，新技術

には技術的不確実性が付随することに着目し，請負業者

のモラルハザードが生じるケースを分析する．さらに，

審査機関が実施する性能試験が果たす役割も明らかにす

る．最後に，5.では，本研究を取りまとめるとともに，

本研究の限界と今後の課題について整理する．

2. 本研究の基本的考え方

(1) 既存の研究概要

建設マネジメントの分野においては，舗装や港湾施設

等の構造物について，有効な性能規定のための指標やそ

の試験方法について研究が蓄積されつつある2)Ä 4)．ま

た，性能を規定するための根本的な概念を整理した研究

も蓄積されている5)．これらの研究蓄積により，今後，

さまざまな構造物において性能発注の導入が可能になり

つつある．また，性能規定および試験方法に関する妥当

性を定量的に評価することは，発注方式を現実に決定す

る際に，極めて重要な情報であることは言うまでもない．

性能発注を新しい入札契約方式という観点から，その

効果について理論的な分析を試みた研究も蓄積されてい

る．大西ら6)は，性能規定型契約が不完備契約にならざ

るを得ないことを指摘した上で，性能照査による立証可

能性が担保されていない限り，性能発注が機能しないこ

とを指摘している．また，石ら7)は，インフラ資産の維

持管理のための性能規定型契約モデルを定式化し，異時

点間での動学的なペイオフ外部性が生じる前提条件のも
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図－１ 性能発注の入札・契約手続きフロー

とで，長期契約を結ぶ効果について指摘している．しか

し，これらの研究は，性能発注が建設業の新技術開発の

誘因に対する影響を分析したものでない．

一方で，建設業は他業種と比較して新技術開発が低調

であることが指摘されてきた．例えば，渡辺ら8)は，建

設業における特許1件あたりの特許収入額（特許獲得指

数）が，全産業と比較して半分以下にとどまっている

ことを指摘している．このような状況を背景として，新

技術開発の促進という観点から，各種の入札契約方式が

提案されている．例えば，性能発注は設計VE（Value

Engineering）とも密接に関連している．VE提案は，完

成物の品質を確保しながら，コスト縮減を行う設計方法

について請負業者が提案し，コスト縮減を行った対価を

獲得できる仕組みである．伊藤9)は，VE提案が形骸化

している現状を報告しており，今後，より性能発注への

移行を加速すべきであるという提言を行っている．

入札契約方式が変われば，建設市場における競争条件

が変わる．このように市場条件が企業の技術開発に与え

る影響については，すでに膨大な研究が蓄積されている
1)．そこでは，知的財産権による一時的独占利潤を獲得

することを目的とした動学的な新技術開発競争モデルが

提案されている10)Ä 13)．しかし，建設工事は単品生産で

あり，寡占市場を対象とした動学的競争モデルを適用で

きない．建設市場の入札契約方式が建設業界における技

術革新に及ぼす影響を分析するためには，請負業者が有

する技術的特性と入札を通じた利潤帰着構造を明らかに

することが重要である．筆者らの知る限り，性能発注に

よる入札が請負業者の入札戦略に及ぼす影響を明示的に

考慮した上で，請負業者の技術開発に対する誘因に関し

て，理論的に分析した研究事例は存在しない．

(2) 性能発注の概要

性能発注による入札手続きの典型例は，図－１のよう

に示される．まず，発注者は，実施案件で必要となる施

設の要求性能を決定し競争入札を公示する．その後，競

争入札に参加しようとする応札者は，要求性能を満た

すことが可能な技術を発注者に提案する．応札者の技術

提案を受けて，発注者，学識経験者を含めた第三者メン

バーで構成される審査会あるいは発注者が認定した審査

機関などを通じて，提案された技術を審査する．審査に

よって，提案された技術により確実に要求性能を満たす

ことができない，あるいは相当の確率で要求性能が満た

されない可能性があると判定されれば，当該の応札者は

以降の入札プロセスに進むことができない．しかし，提

案された技術が審査に合格したとしても，新技術の導入

により要求性能が確実に満足されることを保証するわけ

ではない．審査をパスした応札者は，審査を受けた技術

を採用することを前提に入札価格を決定する．その結果，

最も低い価格を入札した応札者が選定業者となる．

性能発注の場合，応札者が工法・材料等の技術を発注

者側に提案する形を取るため，必ず技術提案型となる．

ただし，VE（Value Engineering）提案方式のように，

仕様発注の場合でも技術提案型のケースもあり得る．こ

の場合，民間企業が発注者に対して技術を提案するが，

仕様発注の場合，最終的には発注者が仕様を決定する．

したがって，技術提案が行われたとしても，技術の採用

決定は発注者の権限となる．この違いは重要である．繰

り返しになるが，性能発注では，失敗する確度が高い技

術の採用を排除するだけであり，発注者が工事において

使用される技術を選択するわけではない．技術は入札メ

カニズムを通じて決定される．また，総合評価方式も発

注者が技術選択を行わない点で性能発注と同様の性質を

有している．ただし，性能発注では，要求性能を満たす

限りにおいて，全ての技術はコストのみで差別化される

のに対して，総合評価方式では環境や安全対策といった

効果も評価した上で技術を差別化する点で異なる．

一般的に，土木工事には一品生産という特徴があり，

工事を行う環境（設計条件）が極めて多様である．設計

条件が異なれば，必要とされる技術特性も異なる．一方

で，各請負業者が保有する専門的知見はさまざまなであ

り，それぞれに得意な技術分野がある．この概念を明確

化するために，図－２に示すような模式化を行ってみる．

設計条件ãという工事では，技術Bよりも技術Aによる

工事の方が費用効率的である．一方，設計条件åという

工事では，技術Aよりも技術Bによる工事の方が費用

効率的となる．すなわち，設計条件ごとに相性がよい技

術が存在しており，工事を効率的に実施するためには，

工事の設計条件ごとに技術のマッチングが市場全体の効

率性に影響を与える．請負業者は一般的に他社と比較し

て比較優位な技術を有している．したがって，さまざま

な設計条件の工事が存在する中で，各工事の設計条件に

もっとも適切な技術を有する請負業者を選定することが
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図－２ 設計条件に応じた技術コーディネーション

望ましい．しかし，請負業者が技術力を発揮できるよう

になるためには，それに対応した材料，工法，詳細設計

が選択できる仕組みを具備しなければならない．本研究

では，性能発注により，このような技術的マッチングが

可能となる点に着目する．

(3) 発注形態と技術的選択

性能発注の契約構造を明らかにするために，性能発注

と仕様発注の契約上の相違点について考察する．仕様発

注では，発注者が完成物の仕様をあらかじめ決定する．

入札参加者は発注者から提示された仕様に忠実にした

がって施設を完成させることのみが要求される．ここで，

仕様とは，いわゆる設計図面のみならず，施設を完成さ

せるために用いられる工法や材料も含まれる．したがっ

て，仕様の決定は，施設を完成させるための技術の決定

であり，仕様発注は，請負業者に新技術を適用する裁量

を与えないスキームである．これに対して性能発注では，

発注者は入札時点で仕様を決定する代わりに，完成物に

要求する性能水準（要求性能）を決定する．したがって，

仕様発注とは異なり，請負業者は完成物が要求性能を満

たす限りにおいて，自由に仕様（技術）を選択できる裁

量が与えられる．仕様発注では発注者が技術を選択する

が，性能発注では請負業者が技術を選択する．したがっ

て，性能発注の経済的価値を分析するには「なぜ技術を

選択する主体が問題なのか」という問いに答えることが

重要な課題となる．

仕様規定では，発注者が工事に用いられる技術を選択

してきた．このような仕様発注が長期にわたって採用さ

れてきた背景には，発注者が技術選択を行うことに一定

の合理性が存在してきたことがあげられる．発注者が技

術を選択する仕様発注の下では，技術の開発や選択が他

主体との競争環境において行われない．したがって，発

注者は「なぜ当該工事にこれだけの予算額が必要か」を

明確にすることが最も重要な任務となる．予算執行の合

理性を明確に説明するためには，あらかじめ定められた

ルールに則って，積算を行うことが合理的となる．その

積算のルールが現行の積算基準であり，そこでは材料や

工法といった採用されるべき技術がすでに定められてい

る．採用されるべき技術は，これまでに経験と実績が豊

富に蓄積されており，多岐にわたる設計条件のもとで，

性能を確保されることが保証されている．それゆえ，積

算基準で定められる材料や工法は標準的な仕様としての

地位を確保することになる．その結果，財政がそれほど

逼迫していない時代では，発注者の立場からすれば，常

に標準的な技術を前提として予算を請求すれば，実施予

定のすべての工事を遂行することができる．いわば，仕

様は行政組織の説明責任ルールとしての役割を果たして

いる，もちろん，慈善的な発注者を前提とすれば，設計

条件ごとに適切な技術を適用することも可能である．し

かし，行政組織のインハウスエンジニアが，新技術を開

発し，利用可能な技術について完全な知識を網羅するこ

とは現実的に困難である．さらに，新技術を採用する場

合には，技術特性に関して多くの情報が欠如しており，

不確実性が伴う．技術的な不確実性が存在する下で，発

注者が設計条件を明確にし，ある新技術を選択すること

の合理性について説明可能（accountable）な形でする

という役割を果たすことは困難である．したがって，発

注者が説明責任を果たすという目的を遂行するためには，

すべての工事に共通する標準的な仕様を定め，請負業者

に新技術を適用する裁量を与えないことが合理的となる．

(4) 本研究の分析目的

本研究では，仕様発注契約モデル，性能発注契約モデ

ルという２つの契約モデルを定式化する．仕様発注契約

モデルを用いて，仕様発注では請負業者に設計条件に応

じた適切な技術を開発するための十分なインセンティブ

を与えることに限界があることを指摘する．その上で，

性能発注では，入札メカニズムというルールの下で，あ

る設計条件に最も適した技術が自ずと選択され，設計条

件と技術のマッチングが形成されることが期待されるこ

とを指摘する．このとき，技術的情報が請負業者の間で

分散的に存在している場合でも，適切な入札メカニズム

で設計条件にもっとも適切な技術が選択されることが保

証される．さらに，それぞれの請負業者が自らの得意な

技術分野において工事を行うことが均衡状態として保証

されれば，その技術的優位性を確保するために，得意と

する技術分野に特化して技術の開発を行う誘因を与える．

以下，3.では，性能発注における技術選択メカニズム

をモデル化し，性能発注が生み出す価値について明確化

する．

ただし，性能発注でも請負業者と発注者の間に技術的

不確実性に関する情報の非対称性があれば，必ずしもこ

のマッチングメカニズムが機能する保証はない．新技術

が採用される場合には，過去の実績や経験がないために，
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図－３ 意思決定の時間的順序

完成物が実際に要求性能を満たすかどうかは不確実とな

らざるを得ない．土木工事の完成物が社会基盤であるこ

とを考えれば，要求性能が満たされない場合の社会的影

響は広範にわたり，請負業者がその社会的損失のすべて

を負担することは不可能である．このようなケースで技

術的不確実性に関する情報の非対称性が存在すれば，建

設コストを過剰に削減し，技術的信頼性が低い技術を適

用しようとするモラルハザード行動が生じる可能性があ

る．したがって，審査機関による性能試験はこのような

モラルハザードによる落札を阻止する役割を果たすこと

が期待される．モラルハザードが生じることによる非効

率と審査機関の役割については，4.で明らかにする．

3. 基本モデル

(1) モデル化の前提条件

いま，発注者が図－３に示す順序で，設計条件が異な

る2つの工事を対象として，競争入札により請負業者を

選定する状況を考えよう．2つの異なる設計条件を便宜

的にそれぞれã, åと表す．2つの工事は同一の建設市場

（請負業者のグループ）において入札が公募される．建

設市場には，リスク中立的な2つの請負業者が存在して

おり，便宜的にそれぞれA，Bと表す．本モデルでは，2

つの工事の入札プロセスが実施されるタイミングは本質

的ではない．仮に，2つの工事の入札プロセスが同時並

行に実施されたとしても，請負業者は2つの工事を同時

に実施することができると考える．

仕様発注による入札が実施されれば，それぞれの工事

の仕様は発注者によって選択される．一方，性能発注に

よる入札が実施されれば，発注者は当該工事に対して要

求性能を決定するのみで，請負業者がそれぞれの専門的

知見を活かした技術を前提とした仕様を自由に選択する

ことができると考える．仕様発注のもとで，請負業者が

従来型の技術を採用するとき，請負業者A，Bには技術

力の差がないものとして，要する建設コストはともにñC

であると考える．一方，請負業者Aは設計条件ãを施工

するために必要な専門的知見を有しており，請負業者B

は設計条件åを施工するために必要な専門的知見を有し

ていると考える．さらに，請負業者が自ら仕様を自由に

選択することができれば，請負業者が有する専門的知見

を活かすことが可能にあり，建設コストを縮減するため

に新技術の開発努力をすることができると考える．

モデルを可能な限り簡単化するために，請負業者

i (i = A;B)は新技術開発のための離散的な努力水準

ei = fH;Lgを選択すると考える．ただし，ei = Hは
請負業者 iが努力することを示し，ei = Lは請負業者 i

が努力しないことを示す．土木工事の場合，工事ごとに

よって求められる工夫が異なる一品生産という特性があ

る．したがって，請負業者の建設コスト削減努力は，１

つの工事ごとに行われると考える．工事１つあたりのコ

スト削減努力にかかる請負業者 i (i = A;B)の努力費用

をòiと表す．一方，努力しない場合の努力費用は0と基

準化する．いま，2つの請負業者が努力した際の努力費

用は同一であり，

òA = òB = ò (1)

を仮定する．

また，請負業者Aは設計条件ãの工事に対して請負業

者Bよりも専門的知識を多く有しており，同一の努力費

用に対して，より効率的な技術を開発することができる

と考える．対称的に，請負業者Bは設計条件åの工事に

対して請負業者Aよりも専門的知識を多く有しており，

同一の努力費用に対して，より効率的な技術を開発する

ことができると考える．すなわち，

ÅCãA > ÅC
ã
B (2a)

ÅCåB > ÅC
å
A (2b)

が成立すると仮定する．

性能発注の下での請負業者の建設コスト削減努力に関

する意思決定問題を，入札より前の段階でone-shot型

の戦略型ゲームとして定式化する．努力の成果であるコ

スト削減額には不確実性はないと考える．入札に参加す

る請負業者は他の入札参加者が工事を実施したときにか

かるコスト情報について知っており，コスト情報は共有

知識となっているものとする．したがって，一般的な入

札モデルで導出される対称的ベイジアンナッシュ均衡の

概念ではなく，必ず最も低いコストで工事を完成させる

ことができる業者が工事を落札する．仮に，複数の入札

者が最も低い価格を提示した場合には，その価格の入札

者は等確率で確率的に落札が決定すると考える．以上の

前提条件の下で，請負業者の入札戦略及び技術開発努力

の意思決定構造を分析する．

(2) 仕様発注モデルと均衡入札戦略
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表－１ 設計条件ãの工事の期待利得表

L

H
請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

L

H
請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

)0,( ξεα −−∆ AC

),0( ξεα −−∆ BC
)
,(

ξ
ξεαα

−
−−∆−∆ BA CC

)0,0(

α

性能発注導入の効果を示すためのベンチマークとして，

仕様発注による入札が実施されたときの入札均衡戦略を

示す．仕様発注では，発注者により採用すべき工法が決

められているために，請負業者は新技術を採用すること

が不可能である．したがって，設計条件がã; åの両方

の工事で，請負業者A，Bの建設コストはともにñCとな

る．したがって，2つの工事ともに，請負業者はゼロ利

潤となるように入札額 bi = ñCを設定する．2つの請負業

者の入札額が同一の場合，両者ともに落札できる確率は

1/2である．したがって，請負業者 i (i = A;B)の期待

利潤ôsiは，以下のように導かれる．

ôsA = ô
s
B = 0 for i = A;B (3)

(3) 性能発注モデル

設計条件ãの工事入札プロセスにおける2つの請負業

者の入札戦略及び努力水準を分析する．請負業者は入札

を通じて獲得できる期待利潤を勘案して，コスト削減努

力ゲームの戦略を決定する．実行可能なコスト削減戦略

の組合せ (eA; eB) = (L;L); (L:H); (H;L); (H;H)に対

して定義される期待利潤を求め，戦略型ゲーム利得行列

を導出する．設計条件åの工事入札プロセスも，同様に

定式化できる．

a) (eA; eB) = (L;L)のとき 請負業者A，Bともに建

設に必要なコストはñCである．したがって，請負業者A，

Bともには入札額を bãA = b
ã
B =

ñCと設定し，確率1/2で

工事を受注する．このとき，請負業者AとBの期待利潤

は，以下のように導かれる．

ôãA(L;L) =
1

2
(bãA Ä ñC) = 0 (4a)

ôãB(L;L) =
1

2
(bãB Ä ñC) = 0 (4b)

b) (eA; eB) = (H;L)のとき 請負業者Aの建設コスト

はñC ÄÅCãA，請負業者Bの建設コストはñCである．し
たがって，請負業者Aは入札額を bãA = ñC Ä "とするこ
とにより，確実に落札することができる．ただし，"は

正の値をとる微小項である．このとき，請負業者AとB

の期待利潤は，以下のように導かれる．

ôãA(H;L) = b
ã
A Ä ( ñC ÄÅCãA)Äò

= ÅCãA Ä "Äò (5a)

ôãB(H;L) = 0 (5b)

表－２ 設計条件åの工事の期待利得表

L

H
請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

L

H
請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

),0( ξεβ −−∆ BC

)0,( ξεβ −−∆ AC
)

,(
ξε

ξ
ββ −−∆−∆

−

AB CC

β

)0,0(

c) (eA; eB) = (L;H)のとき 請負業者Aの建設コスト

はñC，請負業者Bの建設コストはñC ÄÅCãBである．し
たがって，請負業者Bは入札額を bãB =

ñC Ä "とするこ
とにより，確実に落札することができる．このとき，請

負業者AとBの期待利潤は，以下のように導かれる．

ôãA(L;H) = 0 (6a)

ôãB(L;H) = b
ã
B Ä ( ñC ÄÅCãB)Äò

= ÅCãB Ä "Äò (6b)

d) (eA; eB) = (H;H)のとき 請負業者Aの建設コスト

はñCÄÅCãA，請負業者Bの建設コストはñCÄÅCãBである．
したがって，請負業者Aは入札額を bãA = ñCÄÅCãBÄ"
とすることにより，確実に落札することができる．この

とき，請負業者AとBの期待利潤は，以下のように導か

れる．

ôãA(H;H) = b
ã
A Ä ( ñC ÄÅCãA)Äò

= ÅCãA ÄÅCãB Ä "Äò (7a)

ôãB(H;H) = Äò (7b)

以上の請負業者AとBの期待利潤を整理すると，表－

１に示す利得行列表が得られる．この戦略型ゲームの

ナッシュ均衡戦略 (eÉA; e
É
B)は，

(eÉA; e
É
B) = (H;L) (8)

と導かれる．また，設計条件åの工事における請負業者

AとBの期待利潤を整理すると，表－２に示す利得行

列表が得られる．この戦略型ゲームのナッシュ均衡戦略

(eÉA; e
É
B)は，

(eÉA; e
É
B) = (L;H) (9)

と導かれ，分析の結論は次の命題１として導かれる．

命題１ 性能発注の下で，請負業者Aは，設計条件ãの

工事について建設コスト削減努力を行い，設計条件åの

工事については努力しない．逆に，請負業者Bは，設計

条件åの工事について建設コスト削減努力を行うが，設

計条件ãの工事については努力しない．

仕様発注の場合には，発注者が適用する工法や材料と

いった技術を規定するために，請負業者が新たな技術を
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開発し建設コストを削減するという代替案さえ存在しな

い．さらに，請負業者が有する専門的知見は活用されず，

技術力の差をコストに反映することができない．その結

果，各請負業者の入札額は極めて近い値となり，落札者

も確率的に決まるケースが多くなる．これに対して，性

能発注では請負業者が仕様を決定できることから新技術

を開発することによって建設コストを削減することが可

能になる．命題１で注目すべき点は，設計条件ãの工事

では，請負業者Aが比較優位な技術分野に特化して技

術開発を行えば，必ず工事を落札することができる．し

かし，請負業者Bは比較劣位な技術的ニーズのある設計

条件ãのような工事に技術開発努力は行わない．一方で，

請負業者Bは設計条件åの工事では，請負業者Aに対し

て比較優位な技術分野で確実に工事を落札することがで

きる．現実の建設工事で直面する設計条件は，極めて多

岐にわたる．設計条件が異なれば，必要な専門的知見も

異なる．性能発注を導入すれば，当該工事の設計条件に

対して，もっとも専門的能力や技術力を有する請負業者

が選択されることにある．性能発注は，請負業者に自ら

が得意とする技術分野でコスト削減の誘因を与え，その

工事にもっとも相性の良い業者を選択できるという意味

で，工事と請負業者の技術のマッチングを実現するメカ

ニズムを内在していると言える．

4. モラルハザードと審査機関の役割

(1) モデル化の前提条件

3.のモデルでは，性能発注がそれぞれの請負業者が持

つ専門的知見の強みを活かすことを可能にし，新技術開

発を促進する効果が期待できることを指摘した．しかし，

従来型の技術に関しては，多くの実績が蓄積されている

ため，要求未達リスクは極めて小さいのに対して，新技

術に関する実績は少ないために，要求性能未達リスクが

少なからず存在する．3.では，このような技術的不確実

性について考慮しなかった．技術的不確実性が存在する

場合には，新技術の導入には，その技術導入による建設

費用の削減効果と性能未達リスクによって生じる社会的

損失の両方を考慮しなければならない．さらに，新技術

の信頼性についての情報が請負業者の私的情報であると

きには，信頼性の低い技術を導入しようとするモラルハ

ザードが生じる可能性がある．

モラルハザードは，請負業者に性能未達リスクによっ

て生じる損失額について損害賠償を請求し，損失を内部

化させることによって回避することができる．しかし，

土木工事が対象とする技術は，社会基盤としての役割を

果たす．いったん要求水準未達リスクが発生すれば，極

めて広範な影響が生じる可能性がある．そのため，すべ

ての社会的損失を民間企業に請求することは実務上困難

表－３ モラルハザードを考慮した設計条件åの工事の

期待利得表

L
M

H

請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

L
M

H

請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

),0( ξεβ −−∆ BC

)0,( ξεβ −−∆ M
AC

)
,(

ξε

ξ
ββ −−∆−∆

−
M

AB CC

β

)
,(

ξ
λε βββ

−
−−∆−∆ TCC M

AB
M

A

)0
,( TC M

A
M

A
ββ λε −−∆

)0,0(

とならざるを得ない．このとき，請負業者に，性能未達

リスクによる社会的損失を完全に内部化させることがで

きず，経済的インセンティブによるモラルハザードの抑

止には限界が生じる．このような，モラルハザードが生

じるケースを分析するために，3.で定式化した性能発注

モデルに技術的不確実性を考慮し，請負業者に請求でき

る賠償額に上限があるという制約を追加する．性能未達

リスクが生じたときに請負業者に請求できる賠償額の上

限をTと表す．

さらに，請負業者Aは設計条件åの工事に対して費用

òを費やすことで，建設コストをÅCåMA を削減するが，

要求性能を確率ïåMA で満たさない技術を確実に開発する

ことができる．請負業者Aのこのような開発戦略をモラ

ルハザード戦略と呼び eA =Mと表す．両方の工事とも

に，要求性能の未達リスクが生じた場合には，大きさD

の社会的損失が発生する．ここで，

ÅCåB < ÅC
åM
A (10a)

ÅCåB > ÅC
åM
A ÄïåMA D (10b)

を仮定する．ただし，式 (10a)は，建設コストだけを比

較すれば，請負業者Aは請負業者Bと比較して低いコス

トで施工可能である．しかし，式 (10b)は，性能未達リ

スクに伴う期待社会的費用を考慮すれば，請負業者Bが

施工する方が社会的に効率的であることを示している．

また，

D > T (11)

を仮定し，要求性能未達に伴う社会的損失Dを請負業者

に全額損害賠償を請求し負担させることができないと考

える．これによって，請負業者は生じる社会的損失をす

べて内部化できないため，モラルハザードが生じる状況

を想定している．

(2) 均衡解の導出

設計条件åの工事の入札プロセスにおけるナッシュ均

衡解を導出する．本ケースにおいても，3. (3)と同様

に利得行列を定義できる．ここでは，請負業者Aがモラ

ルハザード戦略を採用した場合を考え，戦略の組合せが

6



(eA; eB) = (M;H); (M;L)の場合における各請負業者

の期待利潤を求める．

a) (eA; eB) = (M;H)のとき 請負業者Aが落札した

場合に業者Aが負担する期待費用は，性能未達に伴う期

待損害賠償額も含めてñC ÄÅCåMA +ïåMA Tである．一

方，請負業者Bが負担する費用は，ñC ÄÅCåBである．

ñC ÄÅCåMA +ïåMA T < ñC ÄÅCåB
, ÅCåB < ÅC

åM
A ÄïåMA T (12)

が成立しているとき，請負業者Aは入札額を båA =
ñC Ä

ÅCåB Ä "と設定することにより，必ず工事を受注するこ
とができ，正の期待利潤を獲得する．このとき，請負業

者AとBの期待利潤は，以下のように導かれる．

ôåA(M;H) = b
å
A Ä ( ñC ÄÅCåMA a+ïåMA T )

= ÅCåMA ÄÅCåB Ä "ÄïåMA T (13a)

ôåB(M;H) = Äò (13b)

b) (eA; eB) = (M;L)のとき 請負業者Aが落札した

ときの期待費用はñC ÄÅCåMA +ïåMA T，請負業者Bが

落札したときの期待費用はñCである．(12)が成立してい

るとき，請負業者Aは入札額を båA =
ñC Ä "と設定すれ

ば，必ず工事を受注することができ，正の期待利潤を獲

得する．したがって，負業者AとBの期待利潤は，以下

のように導かれる．

ôåA(M;L) = b
å
A Ä ( ñC ÄÅCåMA +ïåMA T )

= ÅCåMA Ä "ÄïåMA T (14a)

ôåB(M;L) = 0 (14b)

以上の期待利潤を整理すると，表－３のように表される．

以上のモデルのナッシュ均衡解は (eÉA; e
É
B) = (M;L)と

なり，以下の命題２が導かれる．

命題２ 請負業者Aが負担できる損害賠償額に上限があ

り，信頼性の低い技術を導入するモラルハザードが生じ

るときには，請負業者Bに社会的に望ましい建設コスト

削減努力の誘因を与えられない．

3.で示した性能発注モデルでは，入札に参加する請負

業者が開発する新技術の信頼性が高いことを前提に，建

設コストを比較して落札者を決定する．その結果，請負

業者に得意分野での技術開発努力の誘因を与えることが

できる．しかし現実には，新技術はこれまでの実績もな

く，適用によって要求性能を達成できるかは確率的にな

らざるを得ない．

一般的に，請負業者は自らが開発した技術の信頼性に

ついて，最も知識を有している一方で，発注者が特段の

審査なく，技術の信頼性について正しい情報を獲得する

0 1

要求性能を満たす
環境条件

要求性能を満たさない
環境条件

M
A
βθ

θ̂性能試験環境
→合格

θ̂性能試験環境
→不合格

0 1

要求性能を満たす
環境条件

要求性能を満たさない
環境条件

M
A
βθ

θ̂性能試験環境
→合格

θ̂性能試験環境
→不合格

図－５ 技術的不確実性と性能試験の役割

ことは不可能である．このような情報の非対称性があっ

たとしても，請負業者が性能未達によって発生するすべ

ての社会的損失をカバーしなければならない場合，請負

業者自身が信頼性の低い技術を採用することはない．し

かし，土木施設のような社会基盤が対象であれば，発生

した社会的損失は広範にわたるために，請負業者は自ら

が及ぼすすべての影響を考慮に入れて，新技術を採用す

るわけではない．単純な性能発注による入札では，高い

技術的信頼性を担保することができない．したがって，

「安かろう悪かろう」といった技術が採用される結果と

なる．このようなモラルハザードが生じるとき，当該工

事にもっとも必要な専門的知見を有する請負業者が工事

を受注できない．その結果，請負業者に適切な新技術開

発の誘因さえも失われる．

(3) 審査機関の役割

性能発注による入札では，結果的に入札額のみで落札

者が決定するために，信頼性の低い技術が採用される可

能性がある．この場合，真に専門的知見を有する技術力

のある業者に対して，新技術を開発する誘因が阻害され

る可能性がある．このような社会的非効率なケースを排

除するために，審査機関が実施する性能試験の役割につ

いて指摘する．性能試験の意義について明確化するため

に，次のように技術的不確実性を定義する．

ある技術の下で施工された完成物が要求性能を満たす

かどうかは，完成物が直面する環境条件に依存する．建

設工事で完成物が直面する環境条件を事前に知ることは

不可能である．したがって，環境条件を [0; 1]の１次元線

分上で定義される確率変数íで表す．確率変数íは [0; 1]

上で一様分布していると仮定する．íが1に近づくほど，

厳しいあるいは想定することが困難なハザードが生じた

状態であると考える．このとき，請負業者Bが開発した

新技術の場合には，[0; 1]上の任意の点に対して，要求性

能を満たす．しかし，請負業者Aが設計条件åの工事に

対して開発した新技術は，真の環境条件がí2 [0;íåMA ]

のときには要求性能を満たすが，í2 (íåMA ; 1]のときに

は要求性能を満たさない．このとき，要求性能未達リス

クが発生する確率は，

ïåMA = 1ÄíåMA (15)
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表－４ 性能審査モデルの設計条件åの工事の期待利

得表

L
M

H
請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

L
M

H
請負

業者A

LH
請負業者B設計条件

),0( ξεβ −−∆ BC

)0,( ξεβ −−∆ M
AC

)

,(

ξε

ξ
ββ −−∆−∆

−
M

AB CC

β

),( ξεξ β −−∆− BC ),0( ξεβ −−∆ BC
)0,0(

で表される．閾値íåMA は，請負業者Aと請負業者Bは

知っているが，性能試験を実施しない段階では発注者の

み知らない．

審査機関は，ある環境条件í̂を前提として性能試験を

実施する．このとき，íåMA ï í̂であれば性能試験に合格
し，íåMA < í̂であれば，性能試験に合格できないと考え

る．請負業者は性能試験が行われる環境条件í̂を知って

いる．したがって，1ÄïåMA ï í̂なる技術を有する請負
業者Aは，性能試験に合格できることをあらかじめ知っ

ている．式 (10b)と (12)の成立条件は，

ÅCåMA ÄÅCåB
D

< ïåMA <
ÅCåMA ÄÅCåB

T
(16)

であり，式 (16)を満たす新技術を有する請負業者Aを

入札に参加させないことでモラルハザードを排除するこ

とができる．性能試験が前提とする環境条件í̂を

ïåMA <
ÅCåMA ÄÅCåB

D

, íåMA > 1Ä ÅC
åM
A ÄÅCåB
D

= í̂ (17)

と設定しよう．このとき，請負業者Aは必ず審査を合格

することができず，信頼性の低い技術の導入を前提とし

た入札への参加を阻止することができる．ただし，請負

業者Aが性能審査に合格できないときでも，従来型の技

術によって施工することを前提とすれば，入札に参加で

きると考える．このとき，戦略型ゲームの構造は，表－

５のように修正される．以上のモデルのナッシュ均衡解

は (eÉA; e
É
B) = (H;L)となる．以下の命題３が導かれる．

命題３ 式 (17)に示す適切な環境条件í̂で性能試験を実

施するとき，請負業者Aが信頼性の低い技術を導入する

モラルハザードを排除し，請負業者Bに建設コスト削減

努力の誘因を付与することができる．

命題３に示すように，性能試験の実施により，命題２

で指摘したような企業のモラルハザード行動を排除する

ことが可能にある．性能試験の実施は単に性能未達リス

クをあらかじめ軽減するだけではなく，当該工事の設計

条件で必要な専門的知見を有する業者を選定し，新技術

開発の努力を促すことが重要である．ここで，式 (17)で

示すように，モラルハザード行動を排除するために性能

試験が前提とする環境条件は，１）性能未達による社会

的費用D，２）請負業者Aがモラルハザード行動を取る

ときのコスト削減額，３）請負業者Bのコスト削減額を

必要とする．しかし，審査機関が入札参加前に行う請負

業者の真のコスト情報を知ることは不可能である．した

がって，実務的には，当該工事においてモラルハザード

が発生する可能性に関する発注者あるいは審査機関の主

観的信念と性能未達による社会的費用を考慮しながら，

妥当と思われる試験方法を採用していると考えられる．

(4) 政策的示唆

以上の分析から得られた政策的示唆について，以下

にとりまとめておく．仕様発注のもとで，発注者が新技

術を採用する理由について建設工事ごとに説明責任を果

たすことは実務的に不可能である．その結果，発注者に

とって，すべての工事に対して（必ずしもコスト効率的

ではない）標準的な技術を前提とした仕様を定めること

が合理的となる．したがって，仕様発注では，請負業者

は新技術を採用する裁量を持たない．したがって，請負

業者は仮に新技術を開発したとしても，すぐにその技術

を採用することは困難であった．このとき，請負業者が

新技術を開発する誘因は極めて小さくなる．

これに対して，性能発注は入札（市場）メカニズムに

よって判明する技術的情報に基づいて技術選択を行うと

いうルールを定めることに他ならない．これにより，発

注者が新技術を採用するための説明責任から解放される

ことになる．その結果，性能発注は，工事ごとに異なる

技術的ニーズに最も効率的に応えることができる請負業

者が選択されることを保証する．ただし，入札メカニズ

ムだけでは，請負業者が有する技術のコスト情報のみで

業者選定が行われる．そのため，請負業者は技術の信頼

性が低い技術を導入し，コスト削減を行うモラルハザー

ドがある場合には，技術審査が適切な環境条件を前提と

して実施されることが重要である．

本研究では，性能発注が建設工事ごとに技術的ニーズ

が異なるために，技術的ニーズとその技術分野を得意と

する請負業者をマッチングさせ，結果として請負業者間

の技術が差別化し，市場における技術的多様性が今後増

大していく効果を指摘した．そのため，発注者側は性能

発注対象の工事ごとに，どのような専門的技術が必要か

を明確化して，請負業者が数多く存在する発注情報の中

で効率的に入札すべき工事を見極めることが可能な情報

共有システムが必要となる．そのためには，多様化した

技術を体系立てて，整理することも必要となる．国土交

通省は平成18年8月から新技術情報提供システム（New

Technology Information System; NETIS）を整備，本
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格稼働している．NETISの整備によって，多岐にわた

る利用可能な技術が体系立ててデータベース化されて

いる．今後，このような情報技術により，技術的マッチ

ングが容易に行われる仕組みを構築させることができれ

ば，性能発注の効率性が向上することが可能になると考

える．しかし，前述したように，現場の設計条件は極め

て多様であるために，開発された新技術の有用性を実験

室だけで確認することが難しい．新技術の有用性は実際

の工事での実績を重ねることによってのみ確認される．

したがって，性能発注の導入にあたっては，新技術の性

能や特性に関して事後評価を実施するとともに，事後情

報を蓄積することが重要である．

5. おわりに

本研究では建設市場における仕様発注契約，性能発注

契約ゲームを定式化し，発注形態が請負業者の新技術導

入に対するインセンティブやモラルハザードに対する誘

因に及ぼす影響を分析した．特に，建設工事は単品生産

であり，工事ごとに求められる専門的技術ニーズが異な

る．性能発注は，請負業者に工法や材料といった仕様を

決定する権利を与える．その結果，性能発注は，工事ご

とに異なる技術的ニーズとそれに最も応える請負業者を

マッチングさせるメカニズムを有していることを理論的

に明らかにした．さらに，性能発注のマッチングメカニ

ズムが機能すれば，請負業者の技術開発が促進されるこ

とも明らかになった．しかし，請負業者が技術的信頼性

が低い技術を導入し，過度に建設コストを削減するよう

なモラルハザードが生じる可能性がある場合には，マッ

チングメカニズムが機能しない可能性がある．このとき，

性能試験がこのようなモラルハザードを阻止する役割を

果たすことを指摘した．以上，本研究で明らかになった

知見は，本研究の前提条件の下でのみ成立する事項であ

る．性能発注に関しては，今後多側面から分析する必要

がある．本研究で残された課題として，第１に，性能未

達に伴うリスク分担スキームの考え方について明らかに

する必要がある点を指摘しておく．本研究では，請負業

者のモラルハザードを指摘したが，現実には，性能未達

によるリスクの負担が，新技術導入を抑制している要因

となっていることが指摘されている14)．第２に，技術審

査の結果に不確実性が存在する可能性が存在することを

指摘しておきたい．技術審査の結果には不確実性が介在

する．このため，新技術の信頼性を技術審査のみによっ

て完全に把握することは困難である．新技術の信頼性に

関わる情報は，実際の工事の適用事例によってのみ獲得

できる．このように，新技術を工事に適用する際には，

新技術に関する追加情報を獲得できるという価値が存在

している．このような情報の価値を考慮した官民のリス

ク分担スキームについても今後分析する必要がある．第

３に，請負業者の新技術開発には，開発投資から効果が

発揮されるまでの懐妊期間が長期に及ぶことも少なくな

い．懐妊期間の長期性に伴う問題を緩和し，新技術開発

を促進するための施策も今後の研究課題としたい．
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本研究では建設市場における仕様発注契約，性能発注契約ゲームを定式化し，発注形態が請負業者の新技術導入

に対するインセンティブやモラルハザードに対する誘因に及ぼす影響を分析した．その結果，性能発注は，工事

ごとに異なる技術的ニーズとそれに最も応える請負業者をマッチングさせるメカニズムを有していることを理論

的に明らかにした．さらに，請負業者の技術開発が促進されることも明らかになった．また，性能試験が信頼性を

犠牲にした過度な建設コスト削減に対する請負業者のモラルハザードを阻止する役割を指摘 した．
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In this paper, a performance-based contract model is developed to analyze the eãect of the PB contr-

act in procuring public projects on the contractors' incentives for technological innovation and for

moral hazard. Considering the variety of technical needs of construction works, we have pointed out

that the PB contract fosters the matching the technical needs of each work and the contractor endow-

proven that such a mathichg mechanism motivates the contractor to develop new technologies. More-

over, we have pointed out that the role of performance tests in preventing the contractors' moral hazard

for excess cost saving by introducing unreliable new technology.
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